
参加費
無料

定 員 ３０名（先着順）

下記の①もしくは②の方法により申込みしてください。
①右の二次元バーコードから申込み
②申込書を市民生活課へ提出
（持参、メール）

申 込
方 法

‐「多文化共生と『外国人のための日本語』教育」
・久喜市の外国人事情
・「外国人のための日本語」教育とは

講師：(一財)日本国際協力センター(JICE)日本語教育専門委員 大石 寧子 氏
久喜市役所市民生活課 清水 裕也

第1回 12月 7日

14：00－16：00
＠会議室１

‐「『日本語』を教えるために」
・日本語教育の特徴と仕組み
・外国人とのコミュニケーションツールとしてのやさしい
日本語

講師：(一財)日本国際協力センター(JICE)日本語教育専門委員 大石 寧子 氏

第2回 12月14日

14：00－16：00
＠会議室１

‐「『日本語』を教えてみよう」
-どんな場面で、何のために、誰に、どうやって？

講師：(一財)日本国際協力センター(JICE)日本語教育専門委員 大石 寧子 氏

第3回 12月21日

14：00－16：00
＠会議室１

内 容

申 込
期 限 令和７年１１月４日（火）～１１月２１日（金）

問合せ

久喜市役所市民生活課
久喜市下早見85-3
TEL：0480-22-1111（内線2651）
shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp

～始めてみよう日本語ボランティア～
“外国にルーツを持つ住民はどんな人？ 外国人に日本語を教えるってどんなこと？”

場 所 ふれあいセンター久喜（久喜市青毛７５３－１）

Ｑ：日本語ボランティアとは？

Ｑ：講座を受けたらそのままボランティアになれますか？

Ｑ： 全ての回に出席できませんが申込みできますか？

Ａ：外国人に日本語を教えるだけでなく、交流することができます。
様々な文化を知るきっかけになるかも…

Ａ：ボランティア団体への申し出が必要です。
また、受講は必須ではございませんが、活動に役立つ知識や情報を学べます。

Ａ：その場合も是非お申込みください！


